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○新潟県柏崎市入札監視委員会設置条例 

平成24年３月22日条例第８号 

新潟県柏崎市入札監視委員会設置条例 

（設置） 

第１条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）の趣旨を踏

まえ、市が発注する建設工事に関し、入札及び契約手続の透明性並びに公正な競争を確保するた

め、市長の附属機関として、柏崎市入札監視委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、市が発注する建設工事に係る次の事項を調査審議するもの

とする。 

(１) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告に関すること。 

(２) 委員会が抽出した建設工事の発注内容に関すること。 

(３) 入札及び契約手続並びに指名停止等の措置に係る再苦情処理に関すること。 

２ 委員会は、前項の事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第３条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審議その他の事務を適切に行

うことができる学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

２ 委員会は、委員５人以内で組織する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正） 

２ 新潟県柏崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例（昭和

31年条例第22号）の一部を次のように改正する。 

別表１中 
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「職員倫理審査会委員 １日につき 13,000円 〃 」 

を 

  

「職員倫理審査会委員 １日につき 13,000円 〃  

 入札監視委員会委員 １日につき 13,000円 〃 」 

に改める。 
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○新潟県柏崎市入札監視委員会設置条例施行規則 

平成24年３月30日規則第27号 

新潟県柏崎市入札監視委員会設置条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新潟県柏崎市入札監視委員会設置条例（平成24年条例第８号）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（委員長） 

第２条 柏崎市入札監視委員会（以下「委員会」という。）に委員長を置き、委員の互選により定

める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長は、議長として委員会の議事を運営する。 

４ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその

職務を代理する。 

（委員会の招集及び会議） 

第３条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。 

（意見の聴取等） 

第４条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、出席を求め

て意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、財務部契約検査課において処理する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

（特例措置） 

２ 第３条第１項の規定にかかわらず、この規則の施行日以後最初に開かれる会議は、市長が招集

するものとする。 
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柏 崎 市 入 札 監 視 委 員 会 の 運 営 に 関 す る 事 務 処 理 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 新 潟 県 柏 崎 市 入 札 監 視 委 員 会 設 置 条 例 （ 平 成 ２

４ 年 条 例 第 ８ 号 。以 下「 条 例 」と い う 。）及 び 新 潟 県 柏 崎 市 入 札 監 視

委 員 会 設 置 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 ２ ４ 年 規 則 第 ２ ７ 号 。 以 下 「 規 則 」

と い う 。） の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 対 象 工 事 ）  

第 ２ 条  条 例 第 １ 条 の 市 が 発 注 す る 建 設 工 事 と は 、 柏 崎 市 又 は 柏 崎 市

ガ ス 水 道 局 （ 以 下 「 市 」 と い う 。） が 発 注 す る 建 設 工 事 の う ち 、 柏 崎

市 財 部 部 契 約 検 査 課 が 入 札 及 び 契 約 手 続 を 行 う 予 定 価 格 が １ ３ ０ 万

円 を 超 え る も の （ 以 下 「 工 事 」 と い う 。） を い う 。  

（ 委 員 会 の 事 務 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 委 員 会 の 所 掌 事 務 と し て 調 査

審 議 す る 内 容 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

⑴  入 札 及 び 契 約 手 続 の 運 用 状 況 等 に 係 る 報 告 に 関 す る 次 の 内 容  

ア  市 が 実 施 し た 入 札 及 び 契 約 事 務 手 続 に 関 す る 内 容  

 イ  柏 崎 市 建 設 工 事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 等 措 置 要 領 に 基 づ く 指

名 停 止 し た 内 容  

 ウ  談 合 情 報 に 対 応 し た 内 容  

⑵  委 員 会 が 抽 出 し た 工 事 の 発 注 内 容 に 関 す る 次 の 内 容  

ア  制 限 付 一 般 競 争 入 札 及 び 公 募 型 指 名 競 争 入 札 に 係 る 参 加 資 格

要 件 の 設 定 理 由  

イ  指 名 競 争 入 札 に 係 る 指 名 の 理 由  

ウ  随 意 契 約 と し た 理 由  

⑶  入 札 及 び 契 約 手 続 並 び に 指 名 停 止 等 の 措 置 に 係 る 再 苦 情 処 理

に 関 す る 次 の 内 容  

 ア  市 の 入 札 及 び 契 約 手 続 に 関 し て 申 し 立 て た 苦 情 に 対 す る 回

答 に 対 し 、 再 度 申 し 立 て る 苦 情  

 イ  市 の 指 名 停 止 等 の 措 置 等 に 関 し て 申 し 立 て た 苦 情 に 対 す る

回 答 に 対 し 、 再 度 申 し 立 て る 苦 情  

 （ 会 議 の 開 催 方 法 ）  

第 ４ 条  規 則 第 ３ 条 に 規 定 す る 委 員 会 の 会 議 は 、 お お む ね ４ か 月 に １



2/3 

回 開 催 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 委 員 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 臨

時 会 議 を 開 催 す る こ と が で き る 。  

３  会 議 及 び 臨 時 会 議 は 原 則 と し て 公 開 し 、 議 事 の 概 要 は 原 則 と し て

公 表 す る 。た だ し 、新 潟 県 柏 崎 市 情 報 公 開 条 例 (平 成 １ ０ 年 条 例 第 ５

号 )第 ６ 条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 規 定 す る 非 公 開 と す る 情 報 が 含 ま れ

る 事 項 に つ い て 審 議 す る 会 議 は 非 公 開 と し 、 そ の 議 事 の 概 要 も 公 表

し な い 。  

（ 会 議 へ の 報 告 ）  

第 ５ 条  第 ３ 条 第 １ 号 の 報 告 に 係 る 調 査 及 び 審 議 に つ い て は 、 次 に 掲

げ る 資 料 に よ り 行 う も の と す る 。  

⑴  発 注 工 事 総 括 表 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ）  

⑵  契 約 方 式 別 工 事 一 覧 表 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）  

⑶  指 名 停 止 措 置 一 覧 表 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ）  

⑷  談 合 情 報 対 応 状 況 説 明 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ）  

⑸  再 苦 情 処 理 説 明 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ）  

⑹  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 入 札 及 び 契 約 手 続 に 関 す る 資 料  

２  第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 報 告 事 項 に 係 る 調 査 及 び 審 議 す る 対 象 工

事 は 、 会 議 の 開 催 日 の 属 す る 月 前 ４ 月 間 に お い て 契 約 し た 工 事 と す

る 。  

（ 対 象 工 事 の 抽 出 ）  

第 ６ 条  第 ３ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 工 事 の 抽 出 は 、 契 約 方 式 別 工 事 一 覧

表 の う ち か ら 、 委 員 会 が 無 作 為 に 行 う も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 抽 出 は 、 会 議 開 催 日 の お お む ね ２ 週 間 前 ま で に 行

う も の と す る 。  

３  委 員 会 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 抽 出 の 事 務 を 、 あ ら か じ め 委 員 長 が

指 定 し た 委 員 に 委 任 す る も の と す る 。  

（ 抽 出 さ れ た 工 事 の 説 明 ）  

第 ７ 条  抽 出 さ れ た 工 事 に 対 す る 説 明 は 、 契 約 方 式 ご と に 抽 出 事 案 説

明 書（ 別 記 第 ６ 号 様 式 の １ か ら 別 記 第 ６ 号 の ４ 様 式 ま で )及 び 附 属 資

料 に よ り 行 う も の と す る 。  

２  前 項 の 説 明 は 、 契 約 検 査 課 長 が 行 う も の と し 、 工 事 概 要 等 に つ い



3/3 

て は 必 要 に 応 じ 、 当 該 工 事 の 施 工 担 当 課 長 が 行 う も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 抽 出 さ れ た 工 事 に 関 す る 附 属 資 料 は 、 次 に 掲 げ る も の と

す る 。 た だ し 、 契 約 方 式 に よ り 該 当 す る 資 料 が な い 場 合 は 、 こ の 限

り で な い 。  

⑴  参 加 資 格 及 び 指 名 審 査 等 関 係 資 料   

⑵  入 札 設 計 書 等 に 関 す る 質 問 ・ 回 答 関 係 資 料  

⑶  入 札 調 書 等 の 入 札 関 係 書 類  

⑷  積 算 疑 義 申 立 て に 関 す る 書 類  

⑸  建 設 工 事 請 負 契 約 書  

⑹  そ の 他 委 員 会 が 求 め る 資 料  

（ 意 見 の 公 表 ）  

第 ８ 条  委 員 会 は 、 条 例 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 市 長 に 対 し 意 見 を 述 べ た

と き は 、 そ の 意 見 を 公 表 す る も の と す る 。  

（ 意 見 の 反 映 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 委 員 会 か ら 意 見 の 具 申 を 受 け た と

き は 、 必 要 に 応 じ て 所 要 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

（ 委 員 の 除 斥 ）  

第 １ ０ 条  委 員 は 、 自 己 又 は ３ 親 等 以 内 の 親 族 の 利 害 に 関 係 の あ る 審

議 に 加 わ る こ と が で き な い 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


